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議案 
番号 

件名 
ページ 

数 

議 案 
第 108 号 

津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例 5 

議 案 
第 109 号 

津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例並びに津

山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
7 

議 案 
第 110 号 

津山市手数料条例の一部を改正する条例 11 

議 案 
第 111 号 

津山市交通安全対策会議条例を廃止する条例 15 

議 案 
第 112 号 

津山市介護保険条例の一部を改正する条例 17 

議 案 
第 113 号 

津山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例 
21 

議 案 
第 114 号 

津山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例 

33 

議 案 
第 115 号 

津山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例 

39 

議 案 
第 116 号 

津山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例 
45 

議 案 
第 117 号 

津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 51 

議 案 
第 118 号 

津山市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 55 

議 案 
第 119 号 

津山市公民館条例の一部を改正する条例 57 

議 案 
第 120 号 

津山市監査委員条例の一部を改正する条例 59 

議 案 
第 121 号 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 
61 

議 案 
第 122 号 

岡山市及び津山市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変

更について 
63 

議 案 
第 123 号 

定住自立圏形成協定の変更について 65 

議 案 
第 124 号 

定住自立圏形成協定の変更について 67 

議 案 
第 125 号 

定住自立圏形成協定の変更について 69 



議 案 
第 126 号 

定住自立圏形成協定の変更について 71 

議 案 
第 127 号 

定住自立圏形成協定の変更について 73 

議 案 
第 128 号 

津山市過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 75 

議 案 
第 129 号 

損害賠償の額を定めることについて 81 

議 案 
第 130 号 

財産の処分について 83 

議 案 
第 131 号 

指定管理者の指定期間の変更について 85 

議 案 
第 132 号 

市道路線の認定について 87 

議 案 
第 133 号 

津山市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 89 

議 案 
第 134 号 

小学校教師用指導書等の購入について 91 

議 案 
第 135 号 

小学校教師用指導書等の購入について 93 

 



                           議案第１０８号  
 
 
 津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例 

 
 津山市執行機関の付属機関設置条例（昭和６２年津山市条例第２４号）の一

部を次のように改正する。 
 別表第１中 
「 

津山市文化財保存活用

地域計画審議会 
津山市文化財保存活用地域計画に関

する事項の審議及び答申に関する事

務 
 を 

                             」 
「 

津山市文化財保存活用

地域計画審議会 
津山市文化財保存活用地域計画に関

する事項の審議及び答申に関する事

務  に改める。 
津山市総合計画審議会 総合計画の策定に関する事項の審議

及び答申に関する事務 
                             」 

付  則 
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１０９号  
 
 

津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例並びに津山市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例並びに

津山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
 

（津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

津山市条例第６１号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第２８条を第３０条とし、第２３条から第２７条までを２条ずつ繰り下げ、

第２５条の前に次の１条を加える。 

（第１号会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２４条 給与条例第１７条の規定は、任期の定めが６月以上の第１号会計

年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第１７条第

３項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準

日現在において以前６月以内の第１号会計年度任用職員としての在職期間

における報酬の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第１７

条の規定による勤勉手当の支給について準用する。 

第２２条第１項中「この条」の次に「及び次条第１項」を加え、「それぞれ

の」を「それぞれその」に、「６か月」を「６月」に改め、同条を第２３条と

し、第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とする。 

第１９条第２項中「第２１条」を「第２２条」に改め、同条を第２０条と

する。 

第１８条第２項及び第３項中「第２１条」を「第２２条」に改め、同条第

４項中「１か月」を「１月」に、「第２１条」を「第２２条」に改め、同条を

第１９条とし、第１７条を第１８条とする。 

第１６条中「第２１条」を「第２２条」に改め、同条を第１７条とし、第

１５条を第１６条とし、第１４条の次に次の１条を加える。 

（第２号会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１５条 給与条例第１７条の規定は、任期の定めが６月以上の第２号会計

年度任用職員について準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項において準用する給与条例第１７
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条の規定による勤勉手当の支給について準用する。 

付則第３項中「及び第２２条」を「及び第２３条」に改める。 

付則第４項から第６項までの規定中「第２２条」を「第２３条」に改め、

付則に次の１項を加える。 

（期末手当の特例） 

７ 令和５年１２月に支給する期末手当に限り、第１４条及び第２３条にお

いて準用する給与条例第１６条第２項の規定の適用については、同項中「１

００分の１２５」とあるのは「１００分の１３２」とする。 

（津山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 
第２条 津山市職員の育児休業等に関する条例（平成４年津山市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条

の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

付  則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の津山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（次項において「新条例」という。）付則第７項の規定は、令和

５年１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合には、改正前の津山市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の

規定による給与の内払とみなす。 

（津山市職員の懲戒に関する条例の一部改正） 
４ 津山市職員の懲戒に関する条例（昭和２７年津山市条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 
第３条中「第１７条から第２０条まで」を「第１８条から第２１条まで」

に改める。 
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  議案第１１０号  

 

 

 津山市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 津山市手数料条例（平成１２年津山市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項第２号中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１

項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の

全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同項第３号中「第

１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気ディスク

をもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部

を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同項中第３４号を第３６号とし、

第８号から第３３号までを２号ずつ繰り下げ、同項第７号中「受理した書類」

の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容を表

示した書類」を加え、同号を同項第９号とし、同項第６号中「証明書又は」を

「証明書、」に改め、「事項の証明書」の次に「又は同法第１２０条の６第１項

の規定に基づく届書等情報の内容の証明書」を加え、同号を同項第８号とし、

同項第５号の次に次の２号を加える。 

⑹ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識

別符号の発行手数料（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成１４年法律第１５１号）第７条第１項の規定により同法第６条第１

項に規定する電子情報処理組織を使用する方法（総務省令で定めるものに

限る。以下この号及び次号において同じ。）により戸籍電子証明書提供用

識別符号の発行を行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項

の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行

われた場合に限る。）における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証

明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又

は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。） 戸籍電子証

明書提供用識別符号１件につき４００円 

⑺ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識

別符号の発行手数料（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

第７条第１項の規定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理組

織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場

合（当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。）にお
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ける当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子

証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同

一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の

請求を行う場合における当該発行を除く。） 除籍電子証明書提供用識別

符号１件につき７００円 

第４条中「第２条第１項第３３号」を「第２条第１項第３５号」に改める。 

第７条第１項から第３項までの規定中「第２条第１項第２６号」を「第２条

第１項第２８号」に改める。 

   付  則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。
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                          議案第１１１号  

 

 

津山市交通安全対策会議条例を廃止する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市交通安全対策会議条例を廃止する条例 

 

 津山市交通安全対策会議条例（昭和４６年津山市条例第３４号）は、廃

止する。 

   付  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１２号  

 

 

 津山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

                 津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 津山市介護保険条例（平成１２年津山市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に改め、同項第１号中「３６，０００円」を「３

２，７６０円」に改め、同項第２号中「５４，０００円」を「４９，３２０円」

に改め、同項第３号中「５４，０００円」を「４９，６８０円」に改め、同項

第６号イ及び第７号イ中「若しくは第９号イ」を「、第９号イ、第１０号イ、

第１１号イ若しくは第１２号イ」に改め、同項第８号イ中「次号イ」の次に「、

第１０号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」を加え、同項第９号ア中「６０

０万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「又は

次号イ、第１１号イ若しくは第１２号イ」を加え、同項第１０号中「１４４，

０００円」を「１７２，８００円」に改め、同号を同項第１３号とし、同項第

９号の次に次の３号を加える。 

⑽ 次のいずれかに該当する者 年額１３６，８００円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が５２０万

円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第

１２号イに該当する者を除く。） 

⑾ 次のいずれかに該当する者 年額１５１，２００円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が６２０万

円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該当する

者を除く。） 

⑿ 次のいずれかに該当する者 年額１６５，６００円 

ア 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が７２０万

円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 
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イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「２１，６００円」を「２０，５２０円」に改め、同条第３

項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「２１，６００円」を「２０，５２０円」に、「３６，０００円」を「３

４，９２０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に、「２１，６００円」を「２０，５２０円」

に、「５０，４００円」を「４９，３２０円」に改める。 

 第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、

第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第３９条第１項第１号から第９号まで」を

「第３９条第１項第１号から第１３号まで」に改める。 

   付  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第４条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。  
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                           議案第１１３号  

 

 

津山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関    

する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

津山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年津山市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第７条第５項第５号中「第６６条」を「第６６条第１項」に改め、同項中第

１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項中「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」

に、「施設」を「敷地」に改める。 

第８条中「同一敷地内にある」を削る。 

第１０条第２項第２号中「磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。第２０４条第１項において同じ。）に係る記録媒体

をいう。）」に改める。 

第２５条第１項中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の

次に次の２号を加える。 

⑻ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的

拘束等」という。）を行ってはならない。 

⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」

という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、

「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４３条第２項第４号中「の」を「に規定する」に改め、同項中第７号を第

８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号

を加える。 
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⑸ 第２５条第１項第９号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４８条第３項中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応型訪問介

護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、

同条第５項及び第６項中「夜間対応型訪問介護事業所」を「指定夜間対応型訪

問介護事業所」に改める。 

 第４９条中「同一敷地内の」を削る。 

 第５２条第１項中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７

号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

⑸ 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第５９条第２項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４

号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 第５２条第１項第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６０条の４中「同一敷地内にある」を削る。 

第６０条の９第１項中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の

次に次の２号を加える。 

⑸ 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第６０条の１９第２項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号

ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 第６０条の９第１項第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６０条の２０の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」

を「同項第５号」に改める。 

 第６０条の２４第１項中「同一敷地内にある」を削る。 
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 第６０条の３０第１項中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号

を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

⑶ 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第６０条の３７第２項中第７号を第８号とし、第４号から第６号までを１号

ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 第６０条の３０第１項第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６３条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６６条第２項中「指定介護療養型医療施設」の前に「健康保険法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法

第４８条第１項第３号に規定する」を加える。 

 第６７条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７１条第１項中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に

次の２号を加える。 

⑸ 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

⑹ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第８０条第２項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 第７１条第１項第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第８３条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）」を削る。 

 第８４条第１項中「当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条

第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷地
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内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定

訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を

行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５

条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに

規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」

に改め、同条第３項中「第１１３条」の次に「、第１９３条第３項」を加える。  

第９３条第１項第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同項中第８号

を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

 第１０７条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置） 

第１０７条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他

の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 第１１２条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規

模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

を削る。 

 第１２２条中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」

を削る。 
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 第１２６条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の

５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力

医療機関の名称等を、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定

を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に

規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）

との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をい

う。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならな

い。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった

場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに

入居させることができるように努めなければならない。 

第１２９条中「及び第１０５条」を「、第１０５条及び第１０７条の２」に

改める。 

 第１３１条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を

加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの

規定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」とする。 
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⑴ 第１５０条において準用する第１０７条の２に規定する委員会におい

て、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当

該事項の実施を定期的に確認していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号におい

て「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

⑵ 介護機器を複数種類活用していること。 

⑶ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

⑷ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図

る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われてい

ると認められること。 

 第１３２条中「同一敷地内にある」を削る。 

 第１４８条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求め

があった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護

事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければ

ならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種
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協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居

させることができるように努めなければならない。 

 第１５０条中「及び第１００条」を「、第１００条及び第１０７条の２」に

改める。 

 第１５２条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護支援

専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

 第１５３条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号）」

を加える。 

 第１６６条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医

師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要

に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。 

第１６７条中「同一敷地内にある」を削る。 

第１６８条第５号及び第６号中「を記録する」を「の記録を行う」に改め、

同条第７号中「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

第１７３条を次のように改める。 

（協力医療機関等） 

第１７３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備

えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３

号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかな

ければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めること

により当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

⑴ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合

において診療を行う体制を、常時確保していること。 

⑶ 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、
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入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を

確保していること。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療

機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った

市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合

においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入所させ

ることができるように努めなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければならない。 

第１７８条中「及び第６０条の１７第１項から第４項まで」を「、第６０条

第１項から第４項まで及び第１０７条の２」に改める。 

 第１８８条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１９０条中「第６０条の１７第１項から第４項まで」の次に「、第１０７

条の２」を加える。 

第１９１条中「省令第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介

護」を「法第８条第２３項第１号に規定するもの」に改める。 

第１９２条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第１９３条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げる施設等」を削る。 

第１９８条第１項第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅に

おいて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上

の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改め、同

項中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、
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第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者

に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化の

ための研修を定期的に実施すること。 

 第２０３条中「及び第１０７条」を「、第１０７条及び第１０７条の２」に

改める。 

 第２０４条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

   付  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１０条第２項第

２号及び第２０４条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の第３５条

第３項（第６０条、第６０条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、

第８１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条

及び第２０３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重

要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」

とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、第９３条第１項第

７号及び第１９８条第１項第７号の規定の適用については、これらの規定中

「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 

- 30 -



 

 

４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、第１０７条の２

（第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「しなければ」

とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、第１７３条第１項

（第１９０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同

項中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」

とする。 
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                           議案第１１４号  

 

 

津山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び    

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改 

正する条例 

 

津山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（平成２４年津山市条例第４５号）の一部を次

のように改正する。 

第７条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

第１０条第２項中「指定介護療養型医療施設（」、「附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」及び「をいう。第４

５条第６項において同じ。）」を削る。 

第１１条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

第１２条第２項第２号中「磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる

方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。第９２条第１項において同じ。）に係る記録媒体を

いう。）」に改める。 

第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウ

ェブサイトに掲載しなければならない。 

第４１条第２項中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 第４３条第１項第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４３条第１項第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同項

第１６号とし、同項中第１０号から第１３号までを２号ずつ繰り下げ、第９号
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の次に次の２号を加える。 

⑽ 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

⑾ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第４５条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）」を削る。 

 第４６条第１項中「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設

等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（津山

市指定地域密着型サービス基準等条例第７条第１項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者をいう。以下同じ。）が、指定夜間対応型訪問介護事業者（津山市指定地域

密着型サービス基準等条例第４８条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介

護事業者をいう。以下同じ。）、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第５条

第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定訪問看護

事業者（同基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事

業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業

を除く。）」を「他の事業所、施設等の職務」に改める。 

 第５４条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する
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とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 

 第６４条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置） 

第６４条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの

質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的

に開催しなければならない。 

第７３条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模

多機能型居宅介護事業所」を削る。 

 第８０条中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を

削る。 

 第８４条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５

項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協

力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるように努めなければならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求め

があった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力

医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者に係る指定を行った市長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染
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症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定

医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決

めるように努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種

協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関

その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

 第８７条中「及び第６２条」を「、第６２条及び第６４条の２」に改める。 

第９２条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

   付  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１２条第２項第

２号及び第９２条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の第３３条

第３項（第６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削

除」とする。 

（身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の第５４条

第３項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講

じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 
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４ この条例の施行の日から令和９年３月３１日までの間、改正後の第６４条

の２（第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同条中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。 
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                           議案第１１５号  

 

 

津山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護    

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 
基準等を定める条例の一部を改正する条例 
 

津山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成２６年津山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者で

ある指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」と

いう。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係

る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数

の介護支援専門員を置かなければならない。 

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以

下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定

する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前

項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定

により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）

第１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員（以下この項に

おいて「主任介護支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主

任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場

合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に

規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

⑴ 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職

務に従事する場合 

⑵ 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防

支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

 第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加

え、同条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定

- 40 -



介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章に

おいて同じ。）」を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、光ディスクその

他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。第３５条第１項において同じ。）

に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 第１２条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料

のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問

して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者

から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定す

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はそ

の家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の

同意を得なければならない。 

 第１３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１４条各号列記以外の部分中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支

援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「規

定」の次に「（第３２条第１項第３３号の規定を除く。）」を加える。 

第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第２４条第３項中「第３２条第９号」を「第３２条第１項第１１号」に改め

る。 

第３０条第２項第１号中「第３２条第１４号」を「第３２条第１項第１６号」

に改め、同項第２号イ中「第３２条第７号」を「第３２条第１項第９号」に改

め、同号ウ中「第３２条第９号」を「第３２条第１項第１１号」に改め、同号

エ中「第３２条第１５号」を「第３２条第１項第１８号」に改め、同号オ中「第

３２条第１６号」を「第３２条第１項第１９号」に改め、同項中第５号を第６

号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を
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加える。 

 ⑶ 第３２条第１項第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を

制限する行為（同項第３号及び第４号において「身体的拘束等」という。）

の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

第３２条第１項中第２８号を第３２号とし、第２２号から第２７号までを４

号ずつ繰り下げ、第２１号の２を第２５号とし、第１９号から第２１号までを

３号ずつ繰り下げ、同項第１８号中「第３号から第１３号まで」を「第５号か

ら第１５号まで」に、「第１４号」を「第１６号」に改め、同号を同項第２１

号とし、同項第１７号を同項第２０号とし、同項第１６号中「第１４号」を「第

１６号」に改め、同号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用

者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号

ウを同号オとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の規定によりテレビ電

話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、同号イを同号エと

し、同号アの次に次のように加える。 

 イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を

開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単

に「期間」という。）について、少なくとも連続する２期間に１回、利

用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間

において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができ

る。 

 (ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。 

 (イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ア) 利用者の心身の状況が安定していること。 

イ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

ウ) 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握

できない情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化が

あったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 
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 第３２条第１項中第１６号を第１９号とし、第１５号を第１８号とし、第１

４号の２を第１７号とし、第１４号を第１６号とし、第１３号を第１５号とし、

同項第１２号中「第１６号イ」を「第１９号エ」に改め、同号を同項第１４号

とし、同項中第８号から第１１号までを２号ずつ繰り下げ、同項第７号中「第

１４号」を「第１６号」に改め、同号を同項第９号とし、同項中第３号から第

６号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

⑶ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３２条第１項に次の１号を加える。 

 (33) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５

条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合

には、その求めに応じなければならない。 

第３５条第１項中「第３２条第２６号」を「第３２条第１項第３０号」に改

め、「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）」を削る。 

  付  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条第４項第２

号の改正規定及び第３５条第１項の改正規定（「（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る部分

に限る。）は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の第２３条

第３項（第３４条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。
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                           議案第１１６号  
 
 

津山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等    

を定める条例の一部を改正する条例 

 

 津山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例（平成３０年津山市条例第７号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支援セ

ンター」という。）」を加える。 

 第４条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅介護支

援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の

２３第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護

予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項

及び第１５条第１項第３２号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事

業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護

予防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）

が４４」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民

健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という

名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事

業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された

居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、

事務職員を配置している場合における第１項に規定する員数は、利用者の数

が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

 第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

第６条第２項中「利用申込者」を「利用者」に改め、「、前６月間に当該指

定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項にお

いて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の

数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指

定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供され

たものが占める割合」を削り、同条第８項を同条第９項とし、同条第７項各号
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列記以外の部分中「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「第４項各号」

を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１

号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第

６項とし、同条第４項各号列記以外の部分中「第７項」を「第８項」に改め、

同項第２号中「磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。第３３条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改

め、同項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業

所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」

という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及

び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービ

ス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サ

ービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたもの

が占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

第１５条第１項中第３１号を第３３号とし、同項第３０号中「により」を「に

基づき、地域包括支援センターの設置者である」に改め、同号を同項第３２号

とし、同項中第１８号から第２９号までを２号ずつ繰り下げ、同項第１７号中

「第３号から第１２号まで」を「第５号から第１４号まで」に、「第１３号」

を「第１５号」に改め、同号を同項第１９号とし、同項第１６号を同項第１８

号とし、同項第１５号中「第１３号」を「第１５号」に改め、同号ア中「、利

用者の居宅を訪問し」を削り、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように

加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこ

と。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に

１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅

を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面

接することができるものとする。   
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   (ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により

利用者の同意を得ていること。 

    (イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医

師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ア) 利用者の心身の状況が安定していること。 

イ) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

ウ) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングで

は把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

 第１５条第１項中第１５号を第１７号とし、第３号から第１４号までを２号

ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

⑶ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行

ってはならない。 

⑷ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事

項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」

に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載

しなければならない。 

第３１条第２項第１号中「第１５条第１項第１３号」を「第１５条第１項第

１５号」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を

第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 第１５条第１項第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３３条第１項中「第１５条第２８号」を「第１５条第１項第３０号」に改

め、「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）」を削る。 

付則第１項中「第１５条第１項第２０号」を「第１５条第１項第２２号」に

改める。 
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   付  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条第４項第２

号の改正規定及び第３３条第１項の改正規定（「（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る部分

に限る。）は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の第２４条

第３項（第３２条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。
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                           議案第１１７号  
 
 

津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 
 津山市国民健康保険条例（昭和４４年津山市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 
 第９条の３の見出しを「（基礎賦課総額）」に改め、同条各号列記以外の部分

中「一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退

職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、

同条第１号ア中「（一般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「附

則第２２条」を「附則第７条」に改め、「岡山県が行う国民健康保険の一般被

保険者に係るものに限り、」を削り、同号カ中「退職被保険者等に係る療養の

給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除し

た額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、

訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の

支給に要する費用の額並びに岡山県が行う国民健康保険の一般被保険者に係

る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用の額」を削り、同条第２号イ中「附則第２２条」を「附則第７条」に改

め、同号ウ中「（エにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退

職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定により読み

替えられた法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以

下同じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号エ中「法附則第９条第１項の規

定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退

職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）」を削る。 
 第１０条（見出しを含む。）中「一般被保険者に係る」を削り、「一般被保険

者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等と

が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみな

して算定した世帯別平等割額）」を削る。 
 第１１条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。 
 第１３条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係

る」を削り、同項第２号及び第３号中「一般被保険者」を「被保険者」に改め

る。 
 第１３条の２から第１３条の７までを次のように改める。 
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第１３条の２から第１３条の６まで 削除 
（基礎賦課限度額） 

第１３条の７ 第１０条の基礎賦課額は、６５０，０００円を超えることがで

きない。  
第１３条の８の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係

る」を削り、同条第１号中「であつて、岡山県が行う国民健康保険の一般被保

険者に係るもの」を削り、同条第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」

に改め、同号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 
 第１３条の９の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保

険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等

とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみ

なして算定した世帯別平等割額）」を削る。 
 第１３条の１０の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。 
 第１３条の１１の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険

者に係る」を削り、同項各号中「一般被保険者」を「被保険者」に改める。 
 第１３条の１２から第１３条の１６までを次のように改める。 
第１３条の１２から第１３条の１５まで 削除 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 
第１３条の１６ 第１３条の９の後期高齢者支援金等賦課額は、２４０，００

０円を超えることができない。 
 第１３条の１７第２号ア中「附則第２２条」を「附則第７条」に改め、同号

イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」を削る。 
 第１６条中「若しくは第１３条の２」、「若しくは第１３条の１２」及び「若

しくは第１３条の５」を削る。 
 第１９条第１項各号列記以外の部分中「又は第１３条の２」を削り、同項第

２号中「２９０，０００円」を「２９５，０００円」に改め、同項第３号中「５

３５，０００円」を「５４５，０００円」に改め、同条第３項中「又は第１３

条の２」及び「又は第１３条の１２」を削り、「２２０，０００円」を「２４

０，０００円」に改め、同条第４項中「又は第１３条の２」を削る。 
 第１９条の３第１項中「又は第１３条の５」を削り、同条第３項中「又は第

１３条の５」、「又は第１３条の１４」及び「、「第１３条第２項」とあるのは

「第１３条の１１第２項」と」を削り、同条第４項第１号中「又は第１３条の
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５」を削り、同条第６項中「又は第１３条の５」、「又は第１３条の１４」及び

「、「第１３条第２項」とあるのは「第１３条の１１第２項」と」を削る。 
 第１９条の４第１項中「又は第１３条の２」を削り、同条第３項中「又は第

１３条の２」及び「又は第１３条の１２」を削り、「２２０，０００円」を「２

４０，０００円」に改め、同条第４項及び第５項中「又は第１３条の２」を削

り、同条第７項中「又は第１３条の２」及び「又は第１３条の１２」を削り、

「２２０，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同条第８項中「又は第

１３条の２」を削る。 
付  則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例による改正後の津山市国民健康保険条例の規定は、令和６年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料につ

いては、なお従前の例による。 
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                           議案第１１８号  
 
 
 津山市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市建築関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 津山市建築関係手数料条例（平成１２年津山市条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

第２条に次の２号を加える。 

(69) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７条の１２第６

項の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に

係る大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請手数料 １件につき２

８，０００円 

(70) 建築基準法施行令第１３７条の１２第７項の規定による道路内におけ

る建築の制限の適用除外に係る大規模の修繕又は大規模の模様替の認定

申請手数料 １件につき２８，０００円 

第５条第１号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律」に改める。 

第６条の見出しを「（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関

係手数料の徴収）」に改め、同条各号列記以外の部分及び同条第１号から第７

号までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同条第８号中「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。 

別表第１４備考第２項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

施行令」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改

める。           

付  則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

- 56 -



                           議案第１１９号  
 
 

津山市公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市公民館条例の一部を改正する条例 

 
津山市公民館条例（昭和２９年津山市条例第２０号）の一部を次のように改

正する。 
      「 

第２条の表中 
津山市院庄公民館 津山市神戸１８７番地４ 

を 
 神戸山根分館 津山市神戸１４６番地６ 

                                 」 
 
「 

津山市院庄公民館 津山市神戸１８７番地４  に、 
                          」 
「 

津山市高倉公民館 津山市下高倉西５８番地４ 
 を 

 下高倉西分館 津山市下高倉西１７８６番地 
                          」 
「 

津山市高倉公民館 津山市下高倉西５８番地４  に改める。 
                          」 
   付  則 
 この条例は、令和６年６月１日から施行する。 
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                           議案第１２０号  
 
 

津山市監査委員条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市監査委員条例の一部を改正する条例 

 
 津山市監査委員条例（昭和３９年津山市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 
 第２条第１４号中「第２４３条の２第２項」を「第２４３条の２の７第２項」

に改め、同条第１５号中「第２４３条の２の２」を「第２４３条の２の８」に

改め、同条中第１７号を第１８号とし、第１６号の次に次の１号を加える。 
⒄ 法第２４３条の２第８項の規定による検査の結果について、会計管理者

に報告を求めること。 
   付  則 
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１２１号  

 

 

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定する。 

  

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する   

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（津山市水道条例の一部改正） 

第１条 津山市水道条例（平成９年津山市条例第５５号）の一部を次のように

改正する。 
  第３条第５号及び第３７条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交

通省令」に改める。 

（津山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する

条例の一部改正） 

第２条 津山市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関す

る条例（平成２４年津山市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 
  第４条第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改め

る。 
   付  則 
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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                           議案第１２２号  

 

 

   岡山市及び津山市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の    

変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第４項の規定により、

岡山市及び津山市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約を次のとおり

変更するものとする。 

 

 別表Ⅲ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上の表中 

「 

 教育・文化・スポーツの振興 

                                  」 

を 

「 

 福祉サービスの向上 

取組内容 
 誰もが暮らしやすい圏域づくりに向け、子育て環境の充実や

高齢社会に対応した福祉サービスの充実に取り組む。 

甲の役割  乙と協力し、福祉サービスの向上に取り組む。 

乙の役割  甲と協力し、福祉サービスの向上に取り組む。 

 教育・文化・スポーツの振興 

」 

に改める。 

   付  則 

 この変更は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三     
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                           議案第１２３号  

 

 

定住自立圏形成協定の変更について 

 

 鏡野町との間において締結した定住自立圏形成協定を次のとおり変更した

いので、津山市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２７年津山市条例第

３１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 別表第１の⑵の表障害者（児）支援体制の推進の部甲の役割の項中「また、」

の次に「児童発達支援センター機能強化事業や」を加え、同別表の⑻の表中「相

互利用事業」の次に「、電子書籍貸出サービス事業」を加える。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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                           議案第１２４号  

 

 

定住自立圏形成協定の変更について 

 

 勝央町との間において締結した定住自立圏形成協定を次のとおり変更した

いので、津山市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２７年津山市条例第

３１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 別表第１の⑵の表障害者（児）支援体制の推進の部甲の役割の項中「整備し」

の次に「、また、児童発達支援センター機能強化事業を実施し」を加え、同別

表の⑻の表中「相互利用事業」の次に「、電子書籍貸出サービス事業」を加え

る。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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                           議案第１２５号  

 

 

定住自立圏形成協定の変更について 

 

 奈義町との間において締結した定住自立圏形成協定を次のとおり変更した

いので、津山市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２７年津山市条例第

３１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 別表第１の⑵の表障害者（児）支援体制の推進の部甲の役割の項中「整備し」

の次に「、また、児童発達支援センター機能強化事業を実施し」を加え、同別

表の⑻の表中「相互利用事業」の次に「、電子書籍貸出サービス事業」を加え

る。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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                           議案第１２６号  

 

 

定住自立圏形成協定の変更について 

 

 久米南町との間において締結した定住自立圏形成協定を次のとおり変更し

たいので、津山市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２７年津山市条例

第３１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 別表第１の⑵の表障害者（児）支援体制の推進の部甲の役割の項中「また、」

の次に「児童発達支援センター機能強化事業や」を加え、同別表の⑻の表中「相

互利用事業」の次に「、電子書籍貸出サービス事業」を加える。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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                           議案第１２７号  

 

 

定住自立圏形成協定の変更について 

 

 美咲町との間において締結した定住自立圏形成協定を次のとおり変更した

いので、津山市議会の議決すべき事件に関する条例（平成２７年津山市条例第

３１号）第２条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 別表第１の⑵の表障害者（児）支援体制の推進の部甲の役割の項中「また、」

の次に「児童発達支援センター機能強化事業や」を加え、同別表の⑻の表中「相

互利用事業」の次に「、電子書籍貸出サービス事業」を加える。 

 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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                               議案第１２８号  

 

 

津山市過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 

 

 津山市過疎地域持続的発展市町村計画（令和３年度～令和７年度）の一部を次のとお

り変更することについて、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年

法律第１９号）第８条第１０項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決

を求める。 

 

記 

 

「３ 産業の振興」の（４）事業計画の表の一部を次のとおり変更する。 

変 

 

更 

 

前 

（４）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

２ 産業の

振興 
⑼ 観光又は

レクリエー

ション         

梅の里公園 屋外木製

階段及び手すり改修 
津山市 旧久米町 

略 
 

変 

 

更 

 

後 

（４）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

２ 産業の

振興 
⑷ 地場産業 
の振興 

加工施設 

梅の里加工施設更新事

業 
津山市 旧久米町 

⑼ 観光又は

レクリエー

ション 

                      

梅の里公園 屋外木製

階段及び手すり改修事

業 

津山市 旧久米町 

略 
 

 

 「６ 生活環境の整備」の（３）事業計画の表の一部を次のとおり変更する。 

変 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 
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更 

 

前 

 

５ 生活環

境の整備 
⑵ 下水道処 
理施設 
公共下水             

 道 

  農業集落

排水施設 

公共下水道久米処理区

事業 

津山市 旧久米町 

略 

略 

変 

 

更 

 

後 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

５ 生活環

境の整備 
⑴ 水道施設 

上水道 
管路更新事業 津山市 旧加茂町 

施設整備事業 津山市 旧加茂町 

⑵ 下水道処 
理施設 
公共下水  

 道 

  農業集落

排水施設 

公共下水道久米処理区

事業 
津山市 旧久米町 

略 

略 
 

 

 「７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」の（３）事業計

画の表の一部を次のとおり変更する。 

変 

 

更 

 

前 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

６ 子育て

環 境 の 確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

⑶ 高齢者福 
祉施設 

高齢者生

活福祉セン

ター 
  老人ホー 

 ム 

略 

勝田郡老人福祉施設組

合負担金（養護老人ホー

ム塩手荘大規模改修事

業） 

勝田郡老

人福祉施

設組合 

旧勝北町 

略 
 

 
（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 事業名 事業内容 事業 備考 
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変 

 

更 

 

後 

 

 

 

施策区分 （施設名）  主体  

６ 子育て

環 境 の 確

保、高齢者

等の保健及

び福祉の向

上及び増進 

⑶ 高齢者福 
祉施設 

 高齢者生

活福祉セン

ター 
  老人ホー 

 ム 
 

略 

勝田郡老人福祉施設組

合負担金（養護老人ホ

ーム塩手荘大規模改修

事業） 

勝田郡老

人福祉施

設組合 

旧勝北町 

養護老人ホーム静香園

改修事業 
久米老人

ホーム組

合 

過疎地域 

略 

 

「９ 教育の振興」の（３）事業計画の表の一部を次のとおり変更する。 

変 

 

更 

 

前 

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

８ 教育の

振興 

⑴ 学校教育 

関連施設 

校舎      
 

給食施設 

            

加茂小学校空調改修 津山市 旧加茂町 
加茂中学校大規模改修 津山市 旧加茂町 

秀実小学校大規模改修 津山市 旧久米町 
久米中学校大規模改修 津山市 旧久米町 
戸島学校食育センター

施設・設備改修事業 
津山市 過疎地域 

⑶ 集会施設、 
体育施設等 

    公民館 
集会施設 

 
体育施設 

略 

倭文ふれあい学習館改

修事業 
津山市 旧久米町 

略 

加茂町武道館柔道場改

修 
津山市 旧加茂町 

略 
勝北総合スポーツ公園

グレードアップ事業 
津山市 旧勝北町 

略 
略 

 

 
（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 事業名 事業内容 事業 備考 
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変 

 

更 

 

後 

 

施策区分 （施設名）  主体  
８ 教育の

振興 

⑴ 学校教育

関連施設 

校舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食施設 

加茂小学校空調設備改修事

業 
津山市 旧加茂町 

加茂中学校大規模改修事業 津山市 旧加茂町 

広戸小学校空調設備改修事

業 
津山市 旧勝北町 

新野小学校特別教室空調設

備設置事業 
津山市 旧勝北町 

勝加茂小学校特別教室空調

設備設置事業 
津山市 旧勝北町 

勝北中学校特別教室空調設

備設置事業 
津山市 旧勝北町 

勝北中学校テニスコート改

修事業 
津山市 旧勝北町 

秀実小学校大規模改修事業 津山市 旧久米町 
秀実小学校特別教室空調設

備設置事業 
津山市 旧久米町 

喬松小学校特別教室空調設

備設置事業 
津山市 旧久米町 

中正小学校特別教室空調設

備設置事業 
津山市 旧久米町 

久米中学校大規模改修事業 津山市 旧久米町 
久米中学校特別教室空調設

備設置事業 
津山市 旧久米町 

戸島学校食育センター施

設・設備改修事業 
津山市 過疎地域 

草加部学校食育センター蒸

気配管改修事業 
津山市 過疎地域 

⑶ 集会施設、 
体育施設等 
公民館 
集会施設 

 
体育施設 

略   
倭文ふれあい学習館改修

事業 
津山市 旧久米町 

加茂町スポーツセンター

体操練習場空調設備設置

事業 

津山市 旧加茂町 

  略 
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 加茂町武道館柔道場改修

事業 
津山市 旧加茂町 

略 
勝北総合スポーツ公園グ

レードアップ事業 
津山市 旧勝北町 

勝北スポーツ公園施設管

理用車両更新事業 
津山市 旧勝北町 

略 
略 

 

「１２ 再生可能エネルギーの利用の推進」に（２）事業計画の表を次のとおり追加

する。 

変 

 

更 

 

前 

 

変 

 

更 

 

後 

（２）事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

１１ 再生

可能エネル

ギーの利用

の推進 

⑴ 再生可能

エネルギー

利用施設 

公共施設の脱炭素化

パッケージ事業 

津山市 過疎地域 

 

 
 
  令和６年２月２６日提出 

 

 

                     津山市長  谷 口 圭 三     
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議案第１２９号  

 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

 次のとおり公の営造物の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることに

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の

規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 相手方 

  津山市在住者 

２ 事故の概要 

  令和５年１１月１６日午前０時３０分頃、津山市高野本郷地内の農業用

水合理化管が破裂したことにより、相手方の敷地内の浄化槽等を破損した

ものである。 

３ 損害賠償金 

  ７，４８２，２００円 

 

 

  令和６年２月２６日 

 

 

      津山市長 谷 口 圭 三 
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議案第１３０号  
 
 

財産の処分について 
 

次のとおり財産を売却したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年津山市条例第６号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 財 産 の 種 類  土地 
２ 財産の所在地  津山市戸島地内 
３ 財 産 の 面 積  ５，８０２平方メートル 
４ 売却予定価格  ９７，９３３，９０３円 
５ 契約の相手方  大阪府大阪市中央区本町三丁目６番４号 
          岩谷産業株式会社 
          代表取締役社長執行役員 間島 寬 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第１３１号  
 
 

指定管理者の指定期間の変更について 
 

津山市久米総合文化運動公園市民プールの指定管理者について、次のとおり

指定期間を変更したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市中北下１２５３番地 
  津山市久米総合文化運動公園市民プール 
２ 指定する団体 
  岡山市北区絵図町１番５０号 
  ＯＳＫグループ 
３ 指定の期間 
   変更前 平成３１年４月１日から令和６年３月３１日まで 
   変更後 平成３１年４月１日から令和７年３月３１日まで 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第１３２号  

 

 

市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理 

番号 
路線番号 路  線  名 

起     点 

終     点 

重要な 

経過地 

１ Ａ２８１ 東津山城東２８１号線 
野介代４９７－１３地先 

野介代４９７－１６地先 
 

２ Ｇ２６２ 佐良山２６２号線 
種６１７－１地先 

種４７９－１地先 
 

３ Ｇ２６３ 佐良山２６３号線 
種６６７－３地先 

種６３２－１地先 
 

４ Ｑ３０７ 高野３０７号線 
高野山西６９８－５地先 

高野山西６９８－７地先 
 

５ Ｔ２６４ 河辺２６４号線 
国分寺３０９－１７地先 

国分寺３０９－２７地先 
 

６ Ｔ２６５ 河辺２６５号線 
国分寺３０９－１９地先 

国分寺３０９－２１地先 
 

 

令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第１３３号  
 
 

津山市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 
 

特定の事務を取り扱う郵便局について、次のとおり指定したいので、地方公

共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１３年法律１

２０号。以下「法」という。）第３条第３項の規定により、議会の議決を求め

る。 
 

記 
 
１ 指定する郵便局の名称及び所在地 
  イオンモール津山内郵便局 
  津山市河辺１０００番地１ 
２ 指定する郵便局において取り扱う事務 
  法第２条第６号及び第７号に規定する事務 
３ 事務を取り扱う期間 

令和６年９月１日から令和７年３月３１日までとする。ただし、当該期間

満了の３月前までに、津山市及び日本郵便株式会社のいずれもが書面により

事務の取扱いを廃止する旨の意思表示をしないときは、当該期間を１年間延

長することとし、以後も同様とする。 
 
 
  令和６年２月２６日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第１３４号  

 

 

小学校教師用指導書等の購入について 

 

 小学校教師用指導書等を購入したいので、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年津山市条例第６号）第３条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 購 入 物 件  小学校教師用指導書及び教科書 

２ 購 入 数 量  ３，４２９冊 

３ 納 入 場 所  津山市立西小学校ほか１０校 

４ 購 入 価 格  ２９，９５７，２８７円 

５ 契約の相手方  津山市本町２丁目２０番地 

          株式会社柿木書店 

          代表取締役 柿木純倫 

 

 

令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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- 92 -



議案第１３５号  

 

 

小学校教師用指導書等の購入について 

 

 小学校教師用指導書等を購入したいので、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年津山市条例第６号）第３条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 購 入 物 件  小学校教師用指導書及び教科書 

２ 購 入 数 量  ３，７４０冊 

３ 納 入 場 所  津山市立東小学校ほか１１校 

４ 購 入 価 格  ３１，９５６，１７２円 

５ 契約の相手方  津山市堺町４番地 

          有限会社照文堂書店 

          代表取締役 春名 淳 

 

 

令和６年２月２６日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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